
2021年4月1日

国立健康危機管理研究機構の設立準備状況について（報告）

厚生労働省 健康・生活衛生局 感染症対策部 感染症対策課
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機構設立に向けたこれまでの対応状況

令和５年５月 法案成立

令和５年夏～ 設立に向けた検討
• 「国立健康危機管理研究機構の創設に向けて～感染症に不安を抱くことのない社会の実現～」（令和６年４月
９日国立健康危機管理研究機構準備委員会）をとりまとめ、新機構が担うべき機能等を整理。略称を「JIHS
（ジース）」に決定。

• 設立日を令和７年４月１日に決定。

令和６年７月 新型インフルエンザ等対策政府行動計画 閣議決定

令和６年８月 理事⾧予定者の指名・公表

令和６年11～12月 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会から、中期目標に係る
意見聴取

令和７年１月 副理事⾧予定者及び理事予定者の指名・公表

令和７年２月 独立行政法人評価制度委員会及び健康・医療戦略推進本部から、中期目標（案）の意見聴取

令和７年４月 国立健康危機管理研究機構（JIHS）設立、厚生労働大臣が機構に中期目標を指示（予定）
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国立健康危機管理研究機構役員予定者

國土 典宏理事⾧
脇田 隆字副理事⾧
武井 貞治理事（危機管理・総合調整担当）
四柳 宏理事（研究連携推進担当）

宮嵜 英世理事（臨床担当）
俣野 哲朗理事（人材育成、国際協力、看護教育担当）

今後公募予定理事（ＤＸ推進担当）
詫摩 佳代外部理事（非常勤）
奈良由美子外部理事（非常勤）
平井 伸治外部理事（非常勤）
村山 利栄外部理事（非常勤）

今後大臣が指名監事（非常勤）
今後大臣が指名監事（非常勤）
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国立健康危機管理研究機構 第一期中期目標案のポイント

１．感染症有事における初動対応の強化

２．研究開発力の強化

３．健康危機における臨床機能の強化

４．人材育成・国際協力

• 隔離・待機期間等を迅速に決定

• 有事における検査・診断方法、治療薬・治療
法、ワクチン等の実用化につなげる

• 有事における医療の提供、状況に応じた特別
のミッション、全国の医療機関に対する治療
法の助言や応援派遣等を充実

• グローバルヘルスセキュリティ、ＵＨＣ
（ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ）への貢献

• 感染症インテリジェンスのハブとなり、診療から調査分析・リス
ク評価までを一体的に行い、最初の数百例程度の知見（疫学・臨
床情報、検体の解析による病原体の特徴等）を迅速に収集

• 感染症の全体像、検査方法、診療指針等を速やかにとりまとめ

• 平時から国内外の多施設共同治験等のネットワーク構築やFirst in 
Humanをはじめとする早期臨床試験の体制整備を推進

• 基礎研究から臨床研究、公衆衛生対応まで部門間の協働・連携を
推進（一気通貫の研究の実施）

• 感染症有事の対応力を高めるためにも、総合病院機能を維持・強
化した上で、救急医療や集中治療の充実、災害派遣医療チーム
（ＤＭＡＴ）事務局（日本DMATに関する業務の中核となる機関）の移管を実施

• 関係機関との人事交流等による機構内の人材の専門性の向上のほ
か、各種研修プログラムを充実

• 感染症インテリジェンスや研究・開発における国際連携に加え、
二国間等での技術協力・国際展開を実施

※ 特に、１～３に際し、感染症有事対応にはDXの推進や技術革新による対応能力の強化が重要となるため、政府の医療DX推進の取組等を踏まえ、
機構の各取組も推進していく。また、全体として業務運営の効率化を図る。

• 全国の地衛研等・保健所・医療機関等への
展開、国民への分かりやすい情報提供

• 新たな研究成果の創出

• 国内の多様な公衆衛生対応人材の育成・確保

＜中期目標で指示した内容により実現する事項＞
国立健康危機管理研究機構法（令和５年法律第46号）第27条第１項の規定に基づき、令和７年４月から６年間の中期

目標を定め、機構に指示する。第１期中期目標案のポイントは以下のとおり。
＜中期目標で指示した内容により、政府も含め実現する事項＞

資料２
第２回国立健康危機管理研究機構評価準備部会

2024（令和６）年12月19日
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地方自治体との連携について（中期目標案における関連記載）
JIHSは、情報収集・分析等や人材育成において、地方自治体との連携を強化していく方針

※第２回国立健康危機管理研究機構評価準備部会（R6.12.19）資料１より抜粋

（情報収集・分析、リスク評価等）

・国内外の感染症インテリジェンスのハブ機能として、世界保健機

関等の国際機関、諸外国・地域の研究機関等、医療機関、大学等、

地方衛生研究所等の地方公共団体との連携を構築し、情報収集を

行う。

・サーベイランス業務（機構法第23条第１項第５号に掲げる業務）

については、国内外における感染症の発生動向の把握、リスク評

価や流行予測等の分析、情報提供等の機能を充実させる。

・レファレンス業務（同項第６号に掲げる業務）については、病原

体等の検査の実施、検査方法の開発、試薬等の標準化、標準品の

製造・普及等の機能を充実させる。

・地方衛生研究所等に対する支援等（同項第７号に掲げる業務）に

ついては、職員に対するゲノム解析等の専門的技術的な研修の実

施、外部精度管理等の技術的支援等により、地方衛生研究所等の

検査機能の向上を図る。

（人材育成・確保）

・国内の多様な公衆衛生対応人材を確保するため、実地疫学専門

家養成コース（ＦＥＴＰ）、感染症危機管理専門家（ＩＤＥ

Ｓ）養成プログラム、地域における保健師等の専門職が保健所

等の業務を支援する仕組み（ＩＨＥＡＴ）等の研修を行う。ま

た、多施設共同臨床研究の促進や感染症危機管理に貢献可能な

看護職等について、国立看護大学校における養成も併せて検討

する。

（情報発信等）

・リスクコミュニケーションの取組として、平時から感染症に関す

る基本的な情報、基本的な感染対策、感染症の発生状況等の情報

等について、様々な媒体・機会を活用し、国民の理解が深まるよ

うわかりやすい情報提供・共有を行う。

・感染症有事の際に人々の意思決定を支援するための科学的知見を

適切に提供できるよう、平時から状況の周知と必要な情報の提供

を積極的に進め、組織としての信頼醸成につなげる。
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国立健康危機管理研究機構法（令和５年法律第46号）の概要

法律の趣旨

法律の概要

令和７年４月１日（ただし、（４）のうち機構の設立準備に係る規定等は公布の日）
施行期日

感染症その他の疾患に関し、調査研究、医療の提供、 国際協力、人材の養成等を行うとともに、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが
ある感染症の発生及びまん延時において疫学調査から臨床研究までを総合的に実施し科学的知見を提供できる体制の強化を図るため、国立感染症研究
所と国立研究開発法人国立国際医療研究センターを統合し、国立健康危機管理研究機構を設立する。

○国立健康危機管理研究機構（以下「機構」という。）の創設
（１）機構の組織（法人形態、役職員、服務）

① 機構は特別の法律により設立される法人（特殊法人）とし、政府の全額出資によるものとする。
② 機構に理事⾧・副理事⾧・理事・監事を置き、理事⾧・監事については大臣が任命し、副理事⾧・理事については、理事⾧が大臣の認可を受け

て任命するものとする。
③ 調査・研究・分析・技術の開発に従事する役員及び職員の給与等について、国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性等の考慮規定

を設ける。
④ 機構の役員及び職員について、服務の本旨・職務忠実義務・誓約書提出義務を設け、違反した場合の制裁規程を設ける。

（２）機構の業務
① 機構は以下の業務を行う。

• 感染症その他の疾患に係る予防・医療に関し、調査・研究・分析・技術の開発を行うとともに、これに密接に関連する医療を提供する。
• 予防・医療に係る国際協力に関し、調査・研究・分析・技術の開発を行う。また、国内外の人材の養成及び資質の向上を行う。
• 感染症等の病原等の検索及び予防・医療に係る科学的知見に関する情報の収集・整理・分析・提供を行う。
• 病原体等の収集・検査・保管及びその実施に必要な技術開発・普及等を行うほか、地方衛生研究所等に対し研修等の支援を行う。
• 科学的知見を内閣総理大臣（内閣感染症危機管理統括庁）及び厚生労働大臣（感染症対策部）に報告する。
• 上記のほか、国立感染症研究所、国立国際医療研究センターの業務を引き継いで実施する。

② 厚生労働大臣は、健康・医療戦略推進本部、独立行政法人評価制度委員会及び研究開発に関する審議会の意見聴取を行った上で、
中期目標（６年）を定め、機構は中期目標に基づき中期計画を作成し、厚生労働大臣の認可を受ける。

③ 厚生労働大臣は、毎事業年度の終了後、機構の業務の実績評価を行う。その際、研究開発に関する審議会の意見を聴くとともに、中期目標期間
における業務の実績見込みに関する評価を行ったときは、健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会に評価結果を通知しなければ
ならない。

（３）機構の監督
厚生労働大臣は、報告徴収・立入検査を行うことができる。また、必要があると認めるときは、監督上必要な命令をすることができる。

（４）その他
国立感染症研究所の職員に関する経過措置、国立国際医療研究センターの解散に伴う措置、機構の設立準備に係る規定の整備等を行う。
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○ 令和５年５月に国立健康危機管理研究機構法が成立し、内閣感染症危機管理統括庁・厚労省感染症対策部に科学的知見を提供する「新たな
専門家組織」として、国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを一体的に統合し、令和７年４月に国立健康危機管理研究機構（ Japan 
Institute for Health Security、略称 JIHSジース）が設立される。

○ 新型インフルエンザ等対策政府行動計画（令和６年７月２日閣議決定）においては、次の感染症危機への備えをより万全にしていくため、
JIHSが果たす役割として「①情報収集・分析・リスク評価、②科学的知見の提供・情報発信、③研究開発や臨床研究等のネットワークのハブ、
④人材育成、⑤国際連携」が求められている。

１ 機構の目的

２ 機構の機能

＜機構の業務＞
●感染症その他の疾患に係る予防・医療に関し、調査・研究・分析・技術の開発を行うとともに、これに密接に関連する医療を提供する。
●予防・医療に係る国際協力に関し、調査・研究・分析・技術の開発を行う。また、国内外の人材の養成及び資質の向上を行う。
●感染症等の病原等の検索及び予防・医療に係る科学的知見に関する情報の収集・整理・分析・提供を行う。
●病原体等の収集・検査・保管及びその実施に必要な技術開発・普及等を行うほか、地方衛生研究所等の職員に対し研修等の支援を行う。
●科学的知見を内閣総理大臣（内閣感染症危機管理統括庁）及び厚生労働大臣（感染症対策部）に報告する。
●上記のほか、国立感染症研究所、国立国際医療研究センターの業務を引き継いで実施する。

国立健康危機管理研究機構（ J I H S）の目的・機能
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国立研究開発法人審議会の名称変更及び部会新設について

① 国立健康危機管理研究機構の評価等の事務の追加に伴う審議会名の変更
② 国立健康危機管理研究機構の評価等担当部会の新設

国立研究開発法人審議会

高度専門医療研究評価部会

厚生科学研究評価部会

国立研究開発法人等審議会

高度専門医療研究評価部会

厚生科学研究評価部会

国立健康危機管理研究機構評価部会

《現行》 《R７.４～》

国立研究開発法人審議会

高度専門医療研究評価部会

厚生科学研究評価部会

《R6.夏》

国立健康危機管理研究機構
評価準備部会

※機構法附則第４条に基づく準備行為
として新機構の第１期中期目標の意見
聴取を行う目的で設置

※法施行日に移行

名称等変更

新設

移行

NCGMの
R6実績評価は
新部会で実施

井上 由里子 一橋大学大学院法学研究科教授
鈴木 裕子 国立研究開発法人理化学研究所監事／公認会計士
土井 洋平 藤田医科大学医学部微生物学講座感染症科教授
中野 貴司 川崎医科大学小児科学特任教授
花井 十伍 ＮＰＯ法人ネットワーク医療と人権理事⾧
福島 若葉 大阪公立大学大学院医学研究科公衆衛生学教授

国立健康危機管理研究機構評価準備部会 委員名簿（五十音順・敬称略）

部会⾧
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